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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程はお手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、会派代表質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬 義 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 敬清会、19番、相馬義一

議員。 

○１９番（相馬義一議員） おはようございます。 

  敬清会会派代表質問を行います。 

  まず、市長の市政運営方針について質問をいた

します。 

  君島市長は、平成28年１月に市長に就任し、間

もなく２年となります。任期後半に入ろうとして

います。この間、市長は、公平・公正を旨とし、

市民優先の市政運営に取り組んで、選挙公約であ

る新庁舎建設の延期を決断、初めてのふるさとご

はん事業、高齢者外出支援タクシー料金助成事業

等市民の声に沿ったきめ細やかな市政運営を行っ

てきました。また、第２次那須塩原市総合計画や

付随した各事業計画等、本市の重要な計画を策定

なされました。 

  一方、市長には、就任以来健康面を心配する市

民の声が多く寄せられていることと思います。残

念でありますが、本年頸椎の手術入院、自宅での

療養のため３月定例会を含め休まれました。３月

議会の代表質問で、しっかりと治療をし、万全な

体調になってから市政運営をしていただきたいと

申し上げたところでございます。現在は復帰なさ

れ、積極的に公務を遂行なされている様子から、

安心をしております。平成30年度の市政運営方針、

当初予算編成の時期ですので、以下の点について

お伺いいたします。 

  ⑴市長公約の進捗について。 

  ①国・県とのパイプから見る事業成果について。 

  ②近隣市町との良好な関係から見る事業成果に

ついて。 

  ⑵市民の安心・安全の面から見る市長の所見に

ついてを伺うものです。 

  ①北朝鮮のミサイル発射に対する対応について。 

  ②Ｊアラート発令時の市の対応について。 

  ⑶2020東京オリンピック・パラリンピック時の

オーストリア選手団キャンプ地としての本市のメ

リットについて伺うものです。 

  ⑷人口減少対策のための企業誘致促進について

どのような考えを持っているか、お伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  敬清会、相馬義一議員の会派代表質問に順次お

答えを申し上げたいと思います。 
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  冒頭、私の私的なことでございますけれども、

健康面についてご心配をいただき、本当にありが

とうございます。お礼を申し上げたいと思います。 

  まず、１の市長の市政運営方針についてという

ことでございます。 

  初めに、⑴の市長公約の進捗についてお答えを

いたします。 

  まず、①の国・県とのパイプから見る事業成果

についてでありますが、これまでに厚生労働省や

総務省、県市町村課や産業政策課への職員派遣を

行っております。また、私自身、みずから率先し

まして重要施策の要望活動を行うことによりまし

て、国県道の整備促進やとちぎ結婚支援事業の県

北拠点の誘致、2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会のホストタウン登録等の実現を

図っているところであります。これらにより、

国・県との信頼ときずながさらに深まり、人的ネ

ットワークの広がりや重点施策等の円滑な進捗に

つながっていると考えているところでございます。 

  次に、②の近隣市町との良好な関係から見る事

業成果についてでありますが、これまでに那須地

区広域行政事務組合や那須地域定住自立圏などに

おいて地域公共交通網形成計画の策定や那須塩原

駅東口のエレベータ設置事業などを推進している

ところであります。これらにより、近隣市町との

良好な関係が深まり、スケールメリットを生かし

た、安全で利便性の高い圏域の構築につながって

いると考えております。 

  次に、⑵の市民の安心・安全の面から見る市長

の所見について順次お答えを申し上げます。 

  初めに、①の北朝鮮のミサイル発射に対する対

応についてでありますが、平常時におきましては

市民に対し弾道ミサイル攻撃時にとるべき行動等

に関する啓発を行うとともに、国からの警報の伝

達体制や関係機関との連携体制の整備等に努めて

まいります。また、ミサイル発射時におきまして

は、市民に対し迅速な情報伝達を行うとともに、

担当職員が参集し、情報収集や県への報告等を行

います。さらに国が武力攻撃事態等と認定し、国

から市国民保護対策本部を設置すべき市町村とし

て指定を受けた場合には、市は、国民保護対策本

部を設置し、関係機関と連携して、必要に応じた

避難や救援等の措置を実施いたします。 

  次に、②のＪアラート発令時の市の対応につい

てでありますが、ミサイル発射等の緊急情報は、

Ｊアラートを受信した市が自動起動装置により発

信をいたしますみるメールと、国が発信をする緊

急速報メールにより市民に伝達され、市民の迅速

な対応を促します。あわせて市では、担当職員が

参集し、情報の収集や県への報告を行います。事

態の把握に努めているところであります。 

  次に、⑶の2020年東京オリンピック・パラリン

ピック時のオーストリア選手団キャンプ地として

の本市のメリットについてお答えをいたします。 

  オーストリア共和国選手団が本市で事前キャン

プを行うことにより、本市の知名度が向上し、観

光、地域産業等の振興が図れるものと考えており

ます。また、選手との交流を通じて文化、スポー

ツの推進が図れ、あわせてオリンピック・パラリ

ンピックに向けた機運の高まりにも期待を寄せて

いるところであります。 

  次に、⑷の人口減少対策のための企業誘致促進

についてお答えをいたします。 

  市民の雇用機会の拡大と地域産業の振興が期待

できる企業誘致の促進は、人口減少対策の有効な

施策と考えており、ことし４月に企業立地促進条

例を制定したところであります。また、本定例会

に「財産の取得について」として、その取得に関

する議案を上程しております、高林地区内の土地

を産業用地として活用することで、さらなる企業
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誘致の促進に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 答弁をいただきまして

ありがとうございます。 

  それでは、随時再質問に入りますが、まず、

国・県とのパイプということで、市長におかれま

しては選挙時において、このパイプというものを

非常に前面に出して選挙運動をしたかと思います。

その辺について、このパイプということについて、

私どもは強いパイプを持っておられるのかなとい

う思いがありました。そのような思いの中で市長

が市政運営をしていくことに対して、このパイプ

を利用した、利用という言葉がいいか悪いかはち

ょっとあれですが、パイプを活用して、何らかの

事務事業に対しての利点というか、そういったも

のがあったのかどうかをちょっと確認したかった

から、この質問をさせていただきました。 

  まず、市長が職員を厚生労働省あるいは総務省

あるいは県のほうにも派遣をしているというご答

弁がございました。この件について、あるいはト

ータルで結構ですから、もう少し具体的にご答弁

をお願いできればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 国・県へ、あるいは職員を派

遣をしているというようなご質問がございました

が、まず国にありましては、厚生労働省、そして

ことしから総務省のほうに職員を派遣をさせてい

ただきました。国のいろいろな施策の関係、そう

いったものをやはりパイプを使って我々那須塩原

市のほうに取り込んでいきたいというような。ま

た派遣をした職員の人的なつながり、人と人のつ

ながり、そういったものを大切にしていきたいな

と。これが将来とも、この那須塩原市にとって大

変生きてくるのだろうと考えているところであり

ます。 

  県におきましては、従前から県の本課、あるい

は出先といっては失礼ですけれども、大田原土木

事務所等々にも派遣をしておりますし、それから

県の市町村課といったところにも派遣をしており

まして、やはり派遣をすることによって、その職

員が相当広いコミュニケーションをとれるという

ことでございます。そういった中で職員も大きく

なりますし、それからまた、市のほうの施策の展

開にも相当な利便性、それから利点が出てくるだ

ろうというようなことで、これからもこの派遣に

つきましては継続をしていきたいと考えておりま

すし、また県からは、逆にこちらに来ていただい

て、積極的に事業展開に取り組んでいただいてい

る状況にもございます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 市長の答弁の中に、そ

の人的ネットワークの広がりというお言葉がござ

いました。先日、我々常任委員会で和歌山県橋本

市に、これから次の質問のほうにもありますが、

企業誘致の件について行政視察をさせていただき

ました。そのときにも、職員を県のほうに派遣を

して、その職員が県のほうとのもちろん人とのつ

ながり、あるいは勉強をしてきて、その方が企業

誘致、橋本市におきましては企業誘致室という室

がありますが、そこで帰ってきてからは努力をし

ているという勉強をさせていただきました。その

ようなことは、以前からこの派遣については多少

あったかと思いますが、しっかりと今後も取り組

んでいってほしいと思います。 

  また、答弁の中に重点施策等の円滑な推進を図

るという答弁がございました。このような答弁の

中でどのような施策に対して推進ができたのか、
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例があればお願いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 具体的なものについて、ちょ

っとお答えを申し上げたいと思いますけれども、

ことしに入りましてから、昨年来進めております

日本遺産の認定というようなものがございまして、

まだこれは受けていない状況にあるわけでござい

ますけれども、これについては、文化庁文化財記

念物課というのがあるのだそうですけれども、そ

ちらのほうにちょっとお邪魔をいたしまして、ぜ

ひとも認定をというようなことでお願いをしてま

いりまして、感触としてはいい感触をいただいた

なというようなところがございました。 

  それから、オリンピック・パラリンピックにつ

いては、これは認定を受けたところであり、こち

らについても、やはり内閣府のほうにお邪魔をい

たしまして、担当の審議官といいますか、そちら

のほうにお願いをしてきた経過がございます。 

  それから、国道４号関係、今現在、国のほうで

事業を進めていただいておりますけれども、こち

らにつきましても直接お邪魔をいたしましてお願

いをしたというような経過がありまして、東那須

の道路関係については相当進捗が今進められてい

る状況にあろうかと思います。 

  そのほか、県への独自要望というようなことで、

これは私どものほうのいろいろな施策の関係、道

路関係あるいは商工関係、それから農業関係、そ

ういったもろもろを含めた形で二十数項目の要望

を行ってまいりまして、やはり県のほうとしても

理解をいただいて、積極的に取り組んでいただい

ているという状況にございます。そのほか、折に

触れて県、国のほうへお願いに上がっている状況

がありまして、その効果は大分上がってきている

かなというような考えは持っております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 以前の全協でしたか、

やはり県に要望を、市長が県のほうにお伺いをし

て、例の那須塩原が一番困っている産廃の件で、

この件についても総量規制ができないかというこ

とで要望に行ったという答弁をいただきました。

非常に私はその件については感謝を申し上げると

ころでございますし、こういった市長がこの２年

間において要望あるいは国・県に対してそういっ

たことで足を向け、あるいは職員を派遣している

ということが、一般市民の方がなかなか理解をし

ていない。当然ながら行政がこういうことをやっ

ているということを発表するものでもないとも私

も思います。しかしながら、なかなか理解が得ら

れない。その辺について市長はもう少し、何らか

の形で、例えば市政懇談会ですか等々で、こうい

うふうに今やっていますよとか、そういった発表

をする場を設けてもよろしいのではないかと思い

ますが、その件についてちょっとどうでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 生来の私の性格があるのかな

とは思いますけれども、あれをやったこれをやっ

たと自分から余り言いたくないなというところが

ございまして、議員のほうからお話がありました

ような形で、必要なときにはきちんとした形で市

民の方々にそういった形でお知らせをしていく、

そういった機会は設けていければなと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） もちろん、市長の性格

からということは、確かにそのとおりかと思いま

す。例えば2020の東京オリンピック・パラリンピ

ックのこのホストタウンの登録、これは栃木県と
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那須塩原市、現在はこの２つがホストタウンの登

録をしているということで、本当にこれはすばら

しいことでありまして、その効果も絶大なものが

あるのかなと私は思っております。この件につい

てはこの後の⑶番で質問しますのであれですが、

そういったこの２年間での市長の実績といいます

か、これまでの成果については、先ほど申し上げ

たように、市民の方が理解をなかなかしていない

点が多々あるのかと思います。その辺を含めまし

て、今後、先ほど申し上げたとおりに発表をして

いただければと思います。 

  それでは②のほうにいきます。 

  近隣市町との良好な関係ということで質問をさ

せていただきました。この件については答弁がご

ざいました地域公共交通網の形成の計画の策定あ

るいは那須塩原駅の東口のエレベータという答弁

がありました。この件について、この広域事務組

合あるいは那須地域の定住自立圏構想があるわけ

でございますが、新たに君島市長が就任して、こ

れまでとどのように変わった点、もしございまし

たらよろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 私が市長に就任しましてから

２年という形になりまして、この中で一番気を使

いましたのは、近隣市町との首長さん方との意思

の疎通をどうとろうかということでございました。

現在、大田原市、そして那須町の首長さん方とは

相当突っ込んだ形で意見の交換ができる状況にな

ってきております。といいますのは、表面的なつ

き合いではなくて、ざっくばらんな話ができる、

そういった状況になったということは、大変私に

とってもうれしいことでもございますし、向こう

からお願いが来る場合もあります。こちらからま

た、両市町にお願いをする場合もあるわけですけ

れども、そういった事業、仕事がやりやすくなっ

たなというのが一つ、実感として残っております。 

  それとまた、県の出先の機関が大田原市にたく

さん存在をしているわけですけれども、こちらの

ほうの所長さん方と情報交換、そういった機会を

設けることが多くなりまして、年に２回ほどです

けれども、意見交換会議、そういったものを開い

て県の情報を我々としてもいただくと。こちらか

らお願いをするものもあるというようなことで、

そういった席の中でもやりとりができるようにな

ったということは、本市にとっても大変いいこと

ではないのかなと思っております。今後もそうい

った太いパイプを構築をしていきたいと考えてい

るところであります。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 平成17年ごろだったか

と思います。十七、八年のころです。当時、栗川

市長でございました。私、ちょうどそのとき広域

事務組合の議員をやっておりました。それで、大

田原広域消防関係の議会、あるいはその後の懇親

会等に出席しますと、当時、今の那須赤十字病院

のいわゆる当時の日赤関係の移転の問題あるいは

消防署の件、あのころ、ちょうど栃木県の一本化

をしようかとか、そういった問題があったときに、

非常に栗川市長の意見と当時の大田原市長の意見

が合わない。慰労会をやって、この後、大田原の

市長から２次会に行こう、２次会に行って、実を

いうと、我々の議会議員として丸め込もうと、こ

れは発言していいのかな、いけないかな、ちょっ

とそんなところが多々ありました。そういった意

味において、やはりこの近隣市町で共同でやって

いかなければならない、広域としてやっていかな

ければならない事業というのは多くあるかと思い

ます。どうぞ、しっかりと手を結んで、今後とも

進めていってほしい。決して何でもかんでも譲っ
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てしまうということではなく、やはりこちらの市

長はこちらの市長として訴えていってほしい、そ

のように思うところであります。 

  それでは、次の⑵について再質問にいきますが、

⑵については、これは北朝鮮のミサイルの問題で

すので、なかなか一地方の自治体がこれに答える

ことは難しいかと思いますが、現実に北朝鮮のミ

サイル発射、これは８月29日に実際に日本の領土

を越えていったという発射がありました。このよ

うなことがあったときに、私もちょっと思ったん

ですが、これ、本当にこういうときが来るのかな

と、ちょっとそのようなことも思いました。その

ようなときに、那須塩原市としてはどのような動

きをすればよいのか、例えば今、市長のほうから

職員を参集して、情報の伝達云々という答弁をい

ただきました。しかし、現実には発射されてから

数秒で何かこちらに来てしまったとか、そういっ

たお話もあります。その辺についてもう一度確認

しますが、この北朝鮮との問題について市長の所

見としては、考えをどのようにお考えか、もう一

度お願いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 第１回目の答弁でお話を申し

上げましたが、私個人的な考えとしては、今の北

朝鮮は何をやるかわからないなというのが本音で

ございます。報道の内容、ニュース等によります

と、また、準備をされているというようなお話が

あるようでございますが、日本としては、どうや

って国民の生命、財産を守るのか。我々にとって

はやはり市民のそういった安全の確保をどうして

いくのか、これは大変重要な問題だと思っており

ますし、発射をされてから数分で日本に到達をす

るというような状況もあるようでございます。ま

ず一義的には国で、やはりこの国土を守っていた

だくというのが一つあるのだろうというふうに思

いますし、それとまた、私ども行政として市民の

方々の命を守る、そういったものを何ができるの

か、これについては我々もよく、さらに突っ込ん

だ形で研究をしていかなければならないと考えて

はおります。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） そうですね。もちろん

国が第１でございます。しかしながら、そういっ

たことが起きることもあり得るということも市民

にお伝えをし、そしてそういったときにはどのよ

うな行動をとるかということも周知しなければい

けないのかなと思います。 

  ②のほうにいきますが、Ｊアラート、これは現

実に８月29日に発令されました。私も携帯のほう

に来ました。テレビも同時に発射されたというの

を報道をされまして、これは私が見ていた範囲で

は、東北地方、あるいは北海道だったかと思いま

すが、地方の自治体がいわゆる防災無線を使って

この件について発表をしているということがあっ

たかと思います。この件について、防災無線の利

用ということについて、那須塩原市においてはど

うしてそういったところまで踏み込まなかったの

かについて質問をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） Ｊアラートが発令された

段階で、本市の防災行政無線との連動というんで

すか、実は、本市で今、防災行政無線が整備され

ているのは、旧塩原町地内だけでございます。そ

れと、実際に整備されている防災行政無線につき

ましては、昔、当時設置したものがアナログでの

整備、今回のＪアラートを瞬時に防災行政無線を

活用して市民の方に伝えるためにはデジタル化を

しなければならないということがございますので、
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正直、現時点で防災行政無線を活用すること自体

はちょっと難しいというのが本市の状況でござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） すみません、私の認識

不足です。 

  私の住んでいる地域、あるいはその地域におい

ていわゆる自治公民館がありますが、その公民館

の上に無線塔的なものがございます。あれは防災

無線ではないのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 各地区に消防の詰所があ

るかと思うのですが、そういったところにスピー

カー等が設置されておりますが、あれはあくまで

消防に関する情報伝達をする機能しか持っており

ませんので、いわゆる先ほど申し上げたような防

災行政無線ではないということでご理解いただけ

ればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） わかりました。私のち

ょっと勘違いをしていたかと思います。 

  そのような状況でございますので、このＪアラ

ートが発令されたとき、発令された時点でどうい

う対応をするか、現実は、先ほど市長が答弁あっ

たように、もう日本、太平洋のほうに向かってい

たというお話でございましたので、果たしてこの

Ｊアラートが効果的な施策かどうかというのは、

これはまた別な問題でございますが、そのような

Ｊアラートが鳴るというと、一般市民、国民、市

民というのは非常に不安感を持ちます。そういっ

たことに対しても市として何らかの方法で、この

Ｊアラートに対する対応の仕方というものをお伝

えしていただければと思います。 

  それでは、⑶に移ります。 

  2020年の東京オリンピック・パラリンピックで

す。先ほども申し上げたように、オーストリアの

オリンピック協会でよろしいですか、それとトラ

イアスロン関係との協定を結ぶことができたとい

うことでございますので、それでは、その全協で

の質問の中で、市長は新たに施設等の整備等は考

えていないという答弁がございました。当然なが

ら宿泊等についてもこれから決めていくことでは

ございますが、この施設等、オーストリアの選手

団からこういったふうにしてほしいんだとか、例

えば施設のトイレはこういうふうにしてほしいと

か、そういった細かい要望が来た場合にはどのよ

うな対応の仕方をするのか、お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ただいまのご質問ですが、

前にも市長が答弁したように、相手方の要望にも

よりますが、改修できるかどうか、予算との関係

もありますので、その辺は臨機応変に対応してい

きたいというふうに思っております。基本的には

現在ある施設をご利用いただきたいというふうに

は思ってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） この質問にありますよ

うに、東京オリンピック時にこういったホストタ

ウン地として本市のメリットということを質問を

させていただきました。あらゆるメリットはある

かと思います。そこで、先ほども相手方からの要

望があった場合のそういった設備等々の修繕費

等々による、いわゆる財政的な支援というのは、

このホストタウンに登録したらあるのでしょうか、

その件について。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 
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○教育部長（稲見一志） まず、特別交付税という

財政措置があるということがございます。これに

つきましては、今やっている姉妹都市交流事業と

か、それから中学生の海外派遣事業とか、そうい

うものがございます。今議員さんのほうからおっ

しゃられました施設の改修のものでございますが、

施設の大規模な改修とかには起債事業が対象にな

るかどうかという部分があるのですが、そういう

ものはメニューとしてはありますが、それが対象

になるかどうかというのは、この場ではちょっと

はっきりとした答弁はできませんが、起債対象事

業というのはございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） わかりました。 

  それで、今回、先ほど申し上げたトライアスロ

ン協会との協定でございますが、これからではご

ざいますが、他の競技について何らかの動きがあ

るのかどうか、この那須塩原市をホストタウンと

してのキャンプ地として、他の競技がこちらのほ

うに来るような動きがあるかどうか、今の現時点

でわかる範囲でお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 実は、過日、オリンピッ

ク委員会のほうから、その参加団体の中で水泳競

技の団体がございます。そちらの団体のほうから

プール関係の問い合わせがあったということで、

市内のプール関係、高柳にありますにしなすの運

動公園、それから外部の会社といいますか、大き

いプールを持っているところもありますので、そ

ういう情報提供をしたという経過はございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 本当にそれはうれしい

ことでありまして、できればオーストリア国の競

技全部がここに来てくれれば一番よろしいのでし

ょうけれども、一つでも多くの競技がそういった

ふうに興味を持っていただき、それに対して本市

としてお応えできるような体制をしっかりつくっ

ていってほしいと思います。 

  そういった意味において、今後、このホストタ

ウンとしての那須塩原市でございますが、どのよ

うな予定で進めていくのか、また、多分これは教

育部のスポーツ振興課になるのか何かはわかりま

せんが、その体制づくりはどのように考えている

のかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 東京2020オリンピック・

パラリンピック、大変大きな事業でございます。

事前キャンプ地ということで登録になったという

ことは、うちのほうとしても知名度が上がる、先

ほど市長がおっしゃいましたように、あとは選手

が来て、その選手と触れ合って、生のオリンピッ

クの競技の選手と対話ができるとか競技を見せて

いただくとか指導をいただくとか、いろいろある

と思います。 

  体制としましては、スポーツ振興課の中でそれ

は順次やっていく、国体はもうスポーツ振興課が

メーンでやっていくというというふうに体制とし

てはなっておりますが、その中で組織的に大きい、

ある程度の組織で対応していかなくてはならない

ということですので、教育委員会だけではなくて

市全体の体制としてタイアップしていって、ホス

トタウンとして登録をしてもらっておりますので、

選手が来ていただいて、東京に近いということも

ありますから、気候的になれてもらって、選手が

本番に臨むというような、そういうメリットもご

ざいますので、全市を挙げて対応に当たっていき



－42－ 

たいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 全市を挙げての体制と

いうことで答弁をいただきました。部署的にはや

はりスポーツ振興課が窓口という形でよろしいの

でしょうか。はい、わかりました。 

  それでは、この2020については、栃木県と那須

塩原市、現在その２つのいわゆるホストタウン登

録ができたということで本当に喜んでいるところ

でございます。しっかりとこれ、対応にお応えで

きるような体制をつくっていただき、今後、2020

を迎えていただきたい、そのように思います。 

  続きまして、⑷の人口減少対策のための企業誘

致促進でございます。 

  これも全協の市長のお話の中で、市内の企業を

訪問を重ねているという答弁をいただきました。

その件について、ただいまの私の質問に対する答

弁の中には、当然私どもも理解をしておりますが、

企業立地の条例を制定したり、そういったお話は

理解をしているところでございます。これまでの

この市長の企業訪問、やられたその状況について

ご答弁できることがあれば答弁していただきたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 就任以来、市内の主な企業と

いいますか、訪問させていただいておりまして、

平均しますと、月に１企業程度になろうかと思い

ますけれども、いろいろな形でやはり経営者の

方々とお話をさせていただいております。その中

で出てまいりますのが、今、人手不足といったも

のが出てきているところがございます。いろいろ

な形でハローワーク等々へ求人を出しても、なか

なか集まらないんだよねというようなお話をいた

だいている企業さんがたくさんありましたし、そ

れからいろいろな形で、企業を拡大をしたいとい

うふうなお話をいただいております。ことしの４

月に制定をしました促進条例がございますけれど

も、そういったＰＲもさせていただいているとい

う状況にもございます。 

  また、市政に対する要望、そういったものもご

ざいました。その一つとしては、やはり首都圏か

らそういったビジネスの関係でいらっしゃる方が

たくさんいるということだと、宿泊施設がちょっ

と足らないよねというようなお話はよく聞かれま

す。そういった中で、なかなかこれは行政がつく

ってしまうわけにはいきませんので、そういった

中で民間のそういった活力を生かしながら、何と

かビジネスホテル等々も整備ができればいいのか

なと。これからもまだ、私の任期はありますので、

いろんな企業を訪問させていただいて、お話を伺

いたいなと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 積極的に市長はみずか

ら動いているということがわかります。この宿泊

施設が足らないというのは、私もある場所で聞い

たことがございます。そのような課題もあるのか

なということで理解はします。 

  先ほども申し上げましたが、私も常任委員会の

その和歌山県の橋本市─平成17年から、当時の

市長が橋本市というのは和歌山市、あるいは大阪

市から40㎞ぐらいのところに位置する市でありま

して、多くの若い方がそちらのほうに行ってしま

う。このままにしておいては橋本市はこれはだめ

になってしまう、なくなってしまうという危機感

を持った上で、市長みずからがいわゆる産業部の

中に企業誘致室というものを立ち上げ、そして市

長みずからが大阪、できれば大阪の南部地域の企

業回りをし、そして企業誘致を進めたと。非常に

今、効果が出ていると我々はお話をいただいて、
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感激したところでございます。 

  そういった流れの中で、その説明された室長の

お話だと、大企業を呼んで大企業が立地されたと

しても、大企業というのは企業の事業のよし悪し、

簡単に言うと赤字が出ると、すぐに撤退をしてし

まう。そんなようなことから考えますと、大企業

を呼んでも仕方がないと。それを大きな企業に頼

ってしまうと、そういったときに困るので、でき

れば中小企業を呼んで、数多くの中小企業に入っ

ていただきたい。さらには、橋本市という位置か

ら見ますと、大企業も余り来ないような地域であ

ると。そんなことも言っておりました。 

  櫻田議員が質問されましたが、「市長は年間ど

のくらいの名刺を配ったんですか」と。当然市長

ではなくて、その担当者がお答えしますと、年間

300枚の名刺を配ったと。そのくらい、逆にいう

と職員にしてみれば、市長に振り回されていると

いう発言もありました。そのくらい努力をされて、

多くの企業が入り、多くの地元採用の従業員がい

る。またそこに誘致した企業のトップの方の意見

としては、非常に税優遇とか、あるいは立地に当

たる優遇措置、あるいは一番は、何といっても市

がそれだけの熱心さ、それに感動していますと。

さらには地元の高校生を採用することによって、

熱心な生徒が働いてくれるという、そのようなこ

とを言っておりました。 

  那須塩原市も相当数の企業数があるわけでござ

いますけれども、そういったことも含めまして、

今後の人口が減っていく中で、なるべく人口を減

らさないような施策の一つとして、当然ながら全

協でもお示しいただきましたが、高林の用地、産

業用地として今度、市として買い入れたところな

んですけれども、これ、現段階で、その高林地域

のその用地については、ただ単に市として買い入

れたというだけのことであって、そこに何らかの

動きがあるわけではないですね。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 相馬議員ご質問のとおり、売

り渡し先が決まっているわけではございませんで、

今現在、一生懸命私どもの商工観光課の中にも企

業立地の室がございますので、この室を中心にし

まして、私も含めて、あちこちの企業に当たりを

つけているという状況にございます。 

  今回、議決案件ということで提案させていただ

いておりますので、これをお認めいただいた後、

工業団地として整備をするということと、それか

ら方針としては２つあろうかと思います。あそこ

一帯で売却できる企業が見つかるかどうか、それ

とまた、個別に団地として造成をして販売をして

いくかと。この辺についてはこれから検討をして

いくというようなことで、これからも積極的に企

業誘致に取り組んでいきたいなと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 那須塩原市のそういっ

た企業に対するメリットということでは、いわゆ

る交通網が非常によいところである。当然新幹線

あるいは高速道路等々があります。そういったこ

とをＰＲしながら、しっかりと、これはせっかく

の産業用地でございますので、早い段階での活用

をお願いをするところでございます。 

  それでは、１番については以上といたしまして、

２番の平成30年度当初予算編成に入ります。 

  ⑴通年予算編成となりますが、基本方針につい

てお伺いいたします。 

  ⑵市長公約の実現に向けた事業並びに特色特化

する事業がありますか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（君島 寛） ２の平成30年度の当初予算編

成について順次お答えをしてまいります。 

  初めに、⑴の予算編成の基本方針についてお答

えを申し上げます。 

  平成30年度当初予算編成に当たりましては、那

須塩原市に住み、生活する皆様を一番に考える市

民優先の基本姿勢のもと、事務事業推進のキーワ

ードを「選択と集中」といたしました。必要性や

有効性、費用対効果の視点から事業を選択すると

ともに、第２次那須塩原市総合計画前期基本計画

の重点プロジェクトに係ります施策について集中

的に投資を行い、事業の早期完了、成長力の確保、

市民生活の安心・安全の向上を図ってまいります。

あわせて、中長期的な展望に立って、財政の健全

性と持続可能性を維持していくため、これまで進

めてまいりました行財政改革を一層推進をすると

ともに、事業のスクラップアンドビルドを徹底し、

財源配分の効率化を図っていく考えであります。 

  次に、⑵の市長公約の実現に向けた事業並びに

特色、特化する事業についてお答えをいたします。 

  今般策定をいたしました実施計画における公約

事業といたしましては、市民活動センター設置運

営事業、あるいは企業立地支援事業、黒磯駅周辺

地区都市再生整備計画事業などを上げております。

また、特色特化する事業といたしましては、牛乳

等による地域活性化推進事業や、那須塩原駅周辺

地区都市再生整備計画事業、スポーツ施設整備事

業などを上げているところでございます。 

  以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） それでは、当初予算の

ほうでございます。 

  基本方針、事務事業の「選択と集中」というこ

とだそうで、これは私、以前にも使ったことがあ

るかと思います。私が議員になってから２度目の

ような気がします。多くの言葉でこういったこと

を発表されております。「選択と集中」、そのと

おりだと思います。さらに市長が日ごろ言ってお

ります市民優先を念頭に「選択と集中」。そうい

った中で、30年から31年の実計がお示しもされて

おります。その中で優先順位みたいなものはござ

いますが、重点事業あるいは市長の公約的な事業、

あるいは地方創生等々あります。そういった優先

的事業とこの「選択と集中」について、どのよう

な事業をどのように考えているのか、ちょっとお

伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） それでは、具体的なものとし

てちょっとお答えを申し上げたいと思いますが、

公約事業ということで申し上げますと、まずは結

婚サポート事業というのがございます。これにち

ょっと重点を置いていきたいなと思っております。

それから、妊産婦の支援事業ということで妊娠を

されている方、それから出産後の方々、こういっ

た方々の支援事業にも積極的に取り組んでいきた

いと考えております。広域公共交通推進事業とい

うことで地域バス運行事業、こういったものもや

はり重点的に取り組みを行っていきたいと考えて

おります。 

  もう一方、特色特化する事業ということで申し

上げてまいりますが、まず重点事業でございます。

放課後児童クラブ整備事業、これは継続的に行っ

ている事業でございます。こういったもの、それ

から仮称ではありますが、まちなか交流センター

の管理運営事業、来年９月には完成をする予定で

進めておりますので、こういったものについて重

点を置いていきたいと考えております。 

  それから、これは道路関係でありますけれども、

継続事業として取り組んでおります市道の新南・
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下中野線の道路改良事業、ことしから蛇尾川への

橋梁の整備に入ったところでございまして、これ

の進捗に向けて取り組んでいきたいと考えており

ます。 

  新たな事業、新規事業といたしましては、未利

用市有地、これの処分等の計画、これを見直して

いきたいと思っております。それから、思い出の

ふるさとごはん事業といったものを新しく展開を

していきたいと考えております。それから、スポ

ーツ施設の管理運営事業ということで、現有のス

ポーツ施設、それからこれからもまた整備をして

いく事業、施設等もございますので、そういった

ものの管理運営の事業に力を注いでいきたいとい

うふうに考えているところであります。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 詳細にご答弁を賜りま

して、ありがとうございます。 

  この当初予算、現在、各部からそれぞれの要望

が出ているかと思います。それを精査して当初予

算に持っていくわけでございますが、現段階の時

点でのその要望と総額、例えば本年度、ざっくば

らんですが、450億ぐらいだったかと思いますが、

総額的にざっくばらんで結構です。現段階の要望

金額、もちろん当初予算の金額というのが出れば

それにこしたことはありませんが、わかる範囲で

結構です、お知らせをお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 30年度に向けての当初予

算の編成ということで、今月初めに各課に説明会

を開催いたしました。過日ご説明を差し上げた編

成方針をもとに行ったわけですが、現在、各課に

おいてそれぞれの事業の積み上げをやっておりま

して、財政担当で今現在、各課の聞き取りをやっ

ております。その辺を確認をとりながら、改めて

来月上旬には各課からの要望が上がってくるとい

うようなスケジュールで、できれば年内に一旦ま

とめていきたいというようなことで考えておりま

すので、現時点で幾らになるというのは正直、ま

だ積み上げになっておりませんが、例えば例年の

形でいきますと、今年度の予算が484億7,000万と

いうことで計上させていただきましたが、要望段

階では30から50億はオーバーするような形で各所

管が取り組みたいという思いを持って要求が出て

くるということですので、30年度の予算について

も似たような形になるかなというふうには思って

おります。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） そうですね、現時点で

の話でございますので、そのぐらいにさせていた

だきます。 

  それでは、当初予算等については以上にさせて

いただきます。 

  ３番の関係団体及び施設等のあり方について。

これは、関係団体及び施設等のあり方ということ

になっておりますが、できればここに施策のあり

方についても追加していただければと思いますが、

まず⑴２つある商工会の統合について。 

  ⑵共英学校給食共同調理場は現在建設中でござ

いますが、少子化が進む中、給食センターの統合

の考えについて伺います。 

  ⑶堆肥センターの運営について。 

  ⑷教育行政から①宿泊体験館メープルの運営に

ついて。②中学生海外派遣事業について。③学校

規模の適正化事業について。 

  ⑸生活困窮者対策について。①児童・生徒・成

人に対する対策はどのように実施しているのか伺

います。②フードバンクの利用状況についてお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員の質
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問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） ３の関係団体及び施設等のあ

り方について、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の２つある商工会の統合についてお

答えをいたします。 

  本市といたしましては、商工会の統合は、地域

経済の活性化や商工会業務の効率化、また、市民

の交流促進に寄与するものと基本的には考えてお

りますので、引き続き両商工会の連携や共同での

事業展開を支援してまいりたいと考えております。 

  次に、⑵の給食センターの統合の考え方につい

てお答えをいたします。本市には３つの学校給食

共同調理場がございまして、黒磯学校給食共同調

理場と共英学校給食共同調理場で黒磯地区を、ま

た、西那須野学校給食共同調理場で西那須野地区

の学校給食を担っているところであります。今後、

少子化が進み、児童生徒数が減少した場合には、

共同調理場については現在建設中の共英調理場と

西那須野調理場の２カ所で担ってまいりたいと考

えております。 

  次に、⑶の堆肥センターの運営についてお答え

をいたします。塩原堆肥センターにつきましては、

牛のふん尿や食品残渣を堆肥化し、有機肥料とし

て有効利用することを目的に運営をしております

が、今後も地域の畜産環境の保全を図るとともに、

循環型社会構築の一翼を担う施設として適切な施

設の維持管理を図りながら、良質な堆肥づくりに

努めてまいります。 

  次に、⑷の教育行政について順次お答えをいた

します。 

  初めに、①の宿泊体験館メープルの運営につい

てでありますが、宿泊体験館メープルは、市内の

不登校児童生徒の学校復帰を支援するための施設

として、館長１名、教育指導員４名、寮父母２名

の体制で運営を行っております。メープル利用者

の多くが学校への完全復帰、または一部復帰につ

ながっておりまして、メープルを利用することの

効果が学校や保護者に認められてきているところ

でございます。 

  次に、②の中学生海外派遣事業についてであり

ますが、中学生海外派遣事業は、平成17年度から

始まり、中学校２学年の学級数を定員として、今

年度までに463人の生徒をオーストリアに派遣を

してまいりました。また、平成21年度から相互交

流事業としてホームステイ受け入れ事業が始まっ

たところであります。平成23年度及び24年度は、

東日本大震災の影響によりまして受け入れ事業が

一時休止をされましたが、平成25年度から再開さ

れ、今年度までにオーストリアから106名の生徒

を受け入れております。これまで本事業へ参加を

した本市の生徒が海外留学をいたしましたり、オ

ーストリアの日本大使館で勤務をしたり、積極的

に海外に目を向け、国際社会で活躍する様子が見

られるようになってきております。 

  また、次に、③の学校規模の適正化事業につい

てでありますが、学校規模の適正化につきまして

は、平成22年10月に策定をいたしました那須塩原

市小中学校適正配置基本計画に基づく取り組みを

推進してきたところであります。 

  本年度から第２段階に掲げた取り組みを推進し

ているところでありますが、国が平成27年１月に

示しました公立小学校・中学校の適正規模・適正

配置等に関する手引では、単に児童生徒数のみで

はなく教育活動への課題を総合的に検討すること

が望ましいとされたことなどから、第２段階にお

ける取り組みについて改めて検証をした上で、関

係者との協議調整を図っているところであります。 

  最後に⑸の生活困窮者対策についてお答えをい

たします。 
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  初めに、①の児童生徒、成人に対する対策はど

のように実施しているかについてでありますが、

生活困窮者対策については、就学援助費の交付、

要支援児童放課後応援事業、学習支援事業、自立

相談支援事業、家計相談事業、住居確保支援事業

などを行っております。就学援助費の交付につい

ては、経済的に就学困難と認められる児童生徒の

保護者に対しまして、学用品等を交付していると

ころであります。要支援児童放課後応援事業につ

きましては、家庭での養育が困難な児童生徒を対

象に、基本的生活習慣や食習慣の習得支援や、学

習支援を行っております。学習支援事業について

は、生活保護世帯及び準要保護世帯の中学生を対

象に学習支援を行っております。自立相談支援事

業につきましては、支援員が生活の困り事等を抱

えた方の相談を受け、相談者と一緒に支援プラン

を考え、自立に向けた支援を行っております。家

計相談事業につきましては、家計から生活再建を

考える方を対象に、アドバイス及び必要に応じた

貸し付けのあっせんを行っております。住居確保

支援事業につきましては、離職等により住居を失

うおそれのある方等を対象に、就職活動等を条件

に、家賃相当額を支給をしているところでありま

す。 

  次に、②のフードバンク利用状況についてであ

りますが、フードバンクについては、ＮＰＯ法人

栃木ボランティアネットワークで行っておりまし

て、本市では、社会福祉協議会が窓口となってお

ります。今年度の利用状況につきましては、10月

末現在で22件の利用があったと報告を受けており

ます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） ３番の質問でございま

す。この３番の質問については、こういったお題

になっておりますが、この那須塩原市が誕生して

ことしで12年目になるのかと。その12年になった

中で市の一体感ということを考えますと、やはり

旧黒磯、旧塩原、あるいは旧西那須というこの枠

組みが、当然ながらこれは残っても仕方ないこと

もありますが、できる限りこういった枠組みとい

うものを払って、一つの那須塩原市という形をと

っていただきたいな、そして合併してからいろん

な事業を展開しておりますが、その事業も、ＰＤ

ＣＡ方式を取り込んだり、今回の実計の中でもロ

ーリング方式というのを取り入れて、いわゆる見

直しをしているという事実がございます。そうい

ったことを含めまして、この質問に入ったわけで

ございます。 

  まず、その⑴番の２つの商工会、やはり那須塩

原市にとって２つの商工会、先ほどの市長の答弁

では、今後ともその２つの商工会の連携をとりな

がら、それに対する支援をしていくという答弁だ

ったかと思います。もともと３つあった商工会が

２つになり、できれば那須塩原市商工会として１

つの商工会になっていただきたい、そのように、

もちろんこれは団体、市とはまた別な団体ではご

ざいますが、市でもそれだけの補助金を出してい

るわけでございますから、その辺について再度、

ご答弁を願えればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長（君島 寛） 現在２つの商工会が存在をし

ているわけで、おのおの特色ある取り組み、事業

の展開をされているところであります。私としま

しても、やはり２つの組織が存続をするよりは、

１つの大きな組織となって、那須塩原市の商工会

というふうな形のものが理想であろうというふう

に思っております。これからも折に触れまして働

きかけをしてまいりたいと。なかなか行政から強

権発動をしてというわけにはまいりませんので、

おのおのの組織、そういったものの理解を求めな

がら１つになれるような、そういった働きかけを

これからも進めていきたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 那須塩原市商工会、西

那須野商工会、いわゆる会員数、いわゆる規模で

す、規模からいうと、全国的から見ると大変大き

な規模だそうでございます。その規模からいいま

すと、２つの商工会というのも、これは一つのあ

り得る存在の仕方かとも思います。そういったこ

ともあるかとは思いますが、できる限りそのよう

な方向に市としてもしていってほしい、そのよう

に訴えて私のこの件については質問を終わります。 

  ⑵の共英学校給食センターの件でございます。

これもやはり同じく、黒磯には現在２つの給食セ

ンター、調理場ですか、そして西那須野調理場、

塩原についてはまた別な方式での給食ということ

があります。これも先ほど申し上げたように、那

須塩原市ということを考えたときに、一本化した

ほうがよろしいのではないかというのが私の考え

ではございますが、何分にも那須塩原市、大変広

いということもありますし、給食時間というのは、

多分、同じ時間帯に同じものを食べているのかと

思います。そういったことも含めまして、この今

ある方式、３つある方式、３つというか現在の方

式のメリット、さらには、例えば万が一一本化し

たときのメリット、デメリットというのがあるか

と思いますが、その辺についてご答弁を願えれば

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 給食調理場を１カ所にし

たという場合には、約１万食の食数をつくらなく

てはならないということがございます。仮に万が

一何かがあった場合、停電とか何かの事故があっ

たということになりますと、給食がストップする

ということが想定されます。そういうことになる

と、大変な影響が出てしまうということがありま

すので、現在３つの共同調理場、それから単独の

調理場がありますが、一つはリスクの面からして

黒磯は将来的に一本化をしていきたい、西那須は

今あるところをそのまま運営していく、塩原につ

きましては距離的なところもありますので、西那

須から仮に運んだとして塩原の温泉地のほうに行

くとしても、行けないことはないと思うんですけ

れども、いろんな交通事情等もございますので、

山間部でありますので、そちらについては単独か

なというふうには思っておりまして、時間的な制

約もありますし、距離的なこともございます。 

  あと、食数を全部使うということで、何と申し

ますか、一つの献立では物資の供給の関係上、献

立が１個ではなく２つになる可能性もあるという

ふうに思います。ですから、２つ献立をつくると

なるとラインがありますものですから、なかなか

それが難しいということもございますので、現在

は、将来的には共同調理場が２つということと、

関谷地区のほうについては西那須から運ぶかどう

かについては今後課題となりますが、一番上の温

泉地区につきましては、やはり単独でいくのが今

のところ一番いいのかなというふうに思ってござ
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います。 

  メリット、デメリットをあわせて回答をしたと

ころなんですが、そんなところでございます。よ

ろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 理解を示すところでご

ざいます。それでは１点、共英調理場を今建設中

でございます。今後、先ほどの答弁ですと黒磯調

理場との併合も考えられるという、この関係につ

いてご答弁願えればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 今、新しくつくろうとし

ている共英共同調理場につきましては、4,000食

を対応として稼働する予定です。施設的には

5,000食がつくれる施設となってございます。そ

ういうことから、共英について今後、できれば新

しくなるものですから、大きく食数をつくって、

黒磯はだんだん縮小していくということでござい

まして、教育委員会の推計でございますと、平成

42年度ごろにはある程度少子化が進んで、5,000

食を切る想定の数字は持ってございます。それは、

正式かどうか確かではございませんが、想定とす

れば、平成42年のころ、場合によっては１つにな

る可能性があるということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 理解しました。 

  平成42年、随分先の話でございますが、そうい

う可能性もあるということで理解すればよろしい

ですね。人口がまたふえて、子どもがふえれば、

またこれは別な方法もあるという考えでよろしい

ですよね、方向的には。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 平成42年と申しましたの

はあくまで推計でございまして、人口がふえてく

るというふうになれば、統合ではなくて、現状の

維持、現状の黒磯と共英という形にならざるを得

ないということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） としますと、平成42年

までに、これは目安ですけれども、黒磯の調理場

については、それまで、現在の設備等は維持でき

ていくという考えでございますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 調理場の機械、調理器具

につきましては、耐用年数が大体15年ということ

でございまして、つくってから経過もしておりま

すので、今後、共英のほうで食数が多くなって、

黒磯のほうが食数は減らすということになってい

きまして、その中で調理をするラインも変えなく

てはならないということは、先ほど言いましたよ

うに、平成42年までにはまだまだ長い年月があり

ますので、調理の流れを変える中で、その調理す

る機具についても入れかえが必要になってきます

ので、その辺は入れかえ等もしながら運営をして

いきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） それでは、この件につ

いては理解しました。 

  ３番の堆肥センターの運営について質問をしま

す。 

  この堆肥センターについては、私は常任委員会

所管でございますので、余り質問したくはなかっ

たんですが、実は堆肥センターも平成17年当時に

那須塩原市にこの設備が来たという経緯がありま
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す。当時、私も議員でございますので、そのいき

さつ等々は把握しているつもりではございますが、

本来、あそこの地域、もちろん環境三法の関係が

ありまして、黒磯地区においては各酪農家が自分

の敷地内に堆肥置き場を建設するという方式をと

られ、塩原については、あのような設備で一括し

てやるという方法をとった、その方法のとり方に

よってああいったことになったのかと思いますが、

その堆肥センターをつくるに当たっての最初の目

的は、先ほど市長の答弁にあったように、牛ふん

等のふん尿の処理ということと、食物残渣の処理

というのはわかります。その牛ふん等の処理につ

いて、当然ながらあの地域の方々のご意見を聞き、

利用者がどのくらいいる、あるいは現在のその酪

農家の数から比較して計算をして、あの設備をつ

くったのかと思います。その当時の予定していた

酪農家が現在、幾つの農家が利用しているのか、

その辺について、いわゆる当初設置したときの目

的と現在の状況について伺うものでございます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 当時の資料は持ち合

わせておりませんが、経過といたしましては、当

時、当然自分のところで処理をするという酪農家

もいらっしゃるし、共同の処理を希望するという

酪農家の方もいらっしゃる中で、アンケートをと

り、自分のところで堆肥化施設を導入する方、そ

れと堆肥センターに持ち込みをする方というとこ

ろから処理量を計算し、あの規模の施設になった

ということでございます。 

  現在の状況でいきますと、持ち込みをされてい

る方がある程度乾燥した段階の固形にした持ち込

み、それからスラリーの状態での持ち込みを含め

まして16件、そのうち日の出地区の方が半数、６

件、その他青木、百村等からの持ち込みというふ

うな状況になっております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 今回、この質問に当た

り、常任委員会でも私はお話をしました。これは

おおむね12年たっております。相当な経費がかか

っている。これはまた教育費とは別な問題で、い

わゆるお金を投入して、それなりのいわゆるメリ

ットがないと、こういった事業というのはいかが

なものかと私は思っております。毎年毎年、いわ

ゆる増量材としてチップ等々を購入してこういっ

たやり方を、12年間同じやり方を継続してきたわ

けでございます。何らかの対応策というものを考

えることはできるのかどうか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 堆肥化する方法がい

ろいろあるだろうということだと思います。 

  まず、おが粉を使用しておりますのは、これは

水分調整です。水分がどうしても多いと発酵が進

まないということでございますので、水分調整と

しておが粉は使用していると。その後、現在ある

施設の中で攪拌等を繰り返しながら、本来、この

牛ふん等に含まれる微生物の発酵を促しながら堆

肥化をするという処理工程を現在とっております。 

  方法としては、微生物をさらに投入をすると。

本来持っているものに加えて投入をしながらとい

う方法もあるようです。そちらの方法ですと、新

たな設備投資は要らないというようなことですが、

さまざまな見解がございます。学術研究のところ

ですが、まだその有効性です、それを新たに投入

することによって早くなる、それから良質になる

というような意見もありますし、本来持っている

ものの活用で十分足りますよというようなお話も

あるようでございます。その辺についてはさらに

情報の収集、研究成果を待つというふうなことに
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なると思いますが、現在、本市の堆肥センターで

行っている方法としては、新たなものを追加する

ということではなくて、既存のものを利用しなが

らというやり方をしております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） この堆肥をつくるとい

う中で、牛ふんを堆肥化するという中では、いろ

んな方法があるのは承知しておりますが、現に市

の今までの12年間やってきた中で、じゃ、一番い

い発酵の仕方、発酵がしやすい方法、あるいはそ

の水分調整ということで、水分が何％ぐらいのも

のが一番発酵するのがしやすいのか、あるいは発

酵するのはあそこ、ブロワでエアを送っています

よね。そういったエアの量の研究等々、あるいは

その資料はございますか、その件について。それ

はどうのこうのではなくて、そういった努力を市

としてやっているのかどうか、幾らかでも改善を

していかないと、そのおが粉だけを入れてやって

いくという方法を今後もこれ、同じ方法で継続し

ていくなのか、その辺についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 水分調整、市独自の

調査結果ではございませんが、研究機関が行って

いるものを引用させていただきますと、通常80％

から90％で持ち込まれるわけですが、70％以下ま

でまずは水分調整をしてのスタートになりますよ

と。市の堆肥センターにおいても同じように70％

以下まで水分調整をして発酵を促すという処理を

しております。その70％まで持ってくるのにこの

おが粉が必要だと。これは新たに微生物を投入す

るというような方法をとっても、やはり水分調整

は必要になるというようなことで、堆肥センター

としてもそれを目安に現在行っております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 部長の答弁はよくわか

ります。特に微生物は、当然環境が変わると微生

物は生きるのも微生物が死んじゃうのもあります。

ですから、微生物を投入というのは、また、いろ

んな問題があるかと思います。日の出地区で活躍

する微生物か何かというのもあるかと思います。

そういったことも含めまして、市として、この今

やっている方法で、例えば日の出農家６軒、トー

タルで16軒の方々が利用しているようでございま

すが、本来の目的、いわゆる日の出地域の酪農家、

あそこ何軒あるのかちょっと僕もあれですが、本

来なら、環境三法の中で全てがあそこに持ってい

って、全てをあそこで処理をするような方法が一

番ベストなのかと思いますが、その辺については

あれですが、今後もこの事業について、今までど

おりの方法でやっていくのでなく、何かの市とし

て努力をしていって、なるべく経費のかからない

ような状況にしていってほしい。私も所管でござ

いますし、９月の決算を見ますと、毎年同じ決算

が出ておる状況でございます。先ほども言いまし

たように、ＰＤＣＡのサイクル、そういったもの

で見直しもしなくてはいけないということがある

かと思います。そういったことも含めまして、今

後、努力をしていただきたいというような要望を

させていただきます。 

  以上です。答弁は結構です。 

  続きまして、⑷の教育行政の中から①の宿泊体

験館メープルの運営についてでございます。これ

もやはり最初から述べているように、これは上塩

原小学校の跡地利用ということで、栗川市長の肝

いりで始まった、これは全国でも珍しい施設だと

いうことで、当時私、常任委員会の委員長をやっ

ていて、栗川市長と一緒にこの開所式ですかに出

席した覚えがあります。そういう中で、これもや

はり年間決算から見ますと、3,000万ちょっとの
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費用を費やし、延べ人数は出ていますが実質人数

は多分今回は決算の中で出ておりません。そうい

った方が学校に戻られ、不登校の生徒が戻られる

ということは大変すばらしいことでありますが、

そういった戻った方、あるいはそこで体験をした

方がどのような現在、現在というか中学校まで終

わった後等々について、どのような状況であるか

という、後追いといいますか、そういったことに

ついてはどのように考えているか、お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 宿泊体験館メープルを利

用した生徒がその後どういうふうになっているか

ということの追跡のお尋ねでございますが、サポ

ートセンターの中の位置づけでございますので、

全体的なものとしての追跡についてはやったこと

がありますので、そちらのほうでお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  過去２年間にわたりまして追跡調査を行った中

では、残念ながら、まだ、追跡した範囲の中は高

校に在学中の生徒がかなりの部分を占めておりま

したので、進路ということについての部分では就

労につながったという方も複数名回答として伺っ

ているところであります。 

  なお、復帰につきましても、昨年度の実績でご

ざいますけれども、小中合わせまして34人の利用

があって、そのうち32名が復帰をしたということ

でありますから、復帰率としては94％というよう

なことで、大変効果がある取り組みの一つとして

考えられているのではないかと思っております。 

  また、卒業後、やはりこれはとても保護者の方

も含めて心配される声をよく聞いておりますので、

今年度からサポートセンターにおきまして、卒業

した方についても相談の窓口をあけるというよう

なことで対応をしているというような状況にござ

います。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） この宿泊体験館メープ

ルについては私が質問しただけではなくて、ほか

の議員も何度か質問をしているかと思います。そ

ういった中で、私も最初に質問したとき、当時井

上教育長でございましたが、教育は費用対効果で

見るものではないと、私は答弁で一喝されました。

確かにそのようなこともございますが、これ12年

間たって、この宿泊体験館メープルの運営につい

て教育長が今後どのように考えているのか、ある

いはその卒業、市としては中学生までの対応、教

育委員会としては。その後、あすなろ等がござい

ますが、その辺との関係についてお願いをします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 宿泊体験館メープルにつ

きましては、平成20年の秋だったでしょうか、当

時実は私も学校教育課長におりまして、開設に当

たった一人でありますので、ある意味私も議員同

様大変な思い入れがある施設でございます。 

  実は、今年度末でおよそ10年になるわけであり

ますので、ある意味10年一区切りということで、

私といたしましても、メープルの活動につきまし

ては、当初実は全国どこにもなかなかない施設で

ありましたので、私も実際、実は広島県の福山市

の県立の少年自然の家のほうで、宿泊を伴う不登

校の児童生徒用の活動を実施しているということ

だったものですから、実際にそこまで行って見て

きて、それで手さぐりでありながらプログラムを

組み立てたというような経緯がございます。 

  ただ、10年たってきますと、当然のことながら、

これまでの活動の中でのノウハウも我々も持って

まいっております。これまでの中、少しずつでは

ありますけれども、マイナーチェンジというんで
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しょうか、プログラムの改善等も行ってきており

ます。 

  それから、指導員、スタッフの数につきまして

も費用対効果ではありませんけれども、できるだ

け削減できるところは削減するというようなこと

で取り組んできて、現在に至っているわけでござ

います。おかげさまでこの10年で、延べ人数であ

りますけれども、延べ人数でメープルを利用した

児童生徒の数は、これまでに、昨年度までで

2,300人を超える数がありました。ここ５年ほど

は300人を超える、昨年度は431という数に上って

おりますし、今年度、上半期だけでも既に260人

近い児童生徒の利用があるということであります。

これが逆をいうと、不登校の子どもたちの減少に

つながっている部分もあるのではないのかなとい

うふうに思っております。ただ、そういっても、

議員おっしゃるとおり、ＰＤＣＡのサイクルでし

っかりと評価と検証をして、新たな取り組みをよ

り効果的に進めていくという考え方はとても大切

なことでありますので、この10年を区切りといた

しまして、プログラムそのものにつきましても含

めて、今後どういうようなプログラムが不登校の

子どもたちの学校復帰につながるものであるかと

いうことはしっかりと研究、検討してまいりたい

と、このように思っております。 

  あすなろ等につきましては、当然のことながら

適応指導教室との連携の中で動いていくものであ

ります。実際に館長等も学校等への訪問等には一

緒に行きまして、メープルを利用したほうがいい

のではないのかなというようなケースにつきまし

ては積極的にアドバイスをしておりますので、サ

ポートセンタートータルでさまざまな復帰への機

会があるというようなことで考えているところで

あります。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） ありがとうございます。

大変効果がある事業だと私も現実にあの場所に行

って、一緒に収穫祭とかなんとかといいました、

そのときに実際その子どもたちと一緒にジャガイ

モの皮をむいたりカレーライスをつくって一緒に

食べた経験があります。あそこにいると、本当に

この子たちが不登校している子なのかなとちょっ

と思ったことがあります。これまでの私も12年と

いいましたが10年ですね、10年間で築き上げたこ

のメープルの成果というものをしっかり土台にし

て、今後ともしっかり子どもたちのために運営し

ていってほしい、そのように思ってこの質問を終

わりにします。 

  続きまして、②の中学生の海外派遣事業につい

てお伺いします。この目的というのは、ここにも

文書あります。すぐれた指導力を兼ね備えたリー

ダー、そして21世紀の国際社会に貢献し得る人材

の育成を図るということになっております。それ

で、本市におきましては、中学２年生を対象にこ

れ、各クラス１名という選択方法でやっているの

かと思います。まず、その件について、なぜ２年

生なのか、各クラス１名なのか、その件について

ちょっとお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず人数でございますけ

れども、各クラス１名の割合ということでござい

ますので、必ずクラスで１名ということではない

わけですから、学校が７クラスあれば、その学校

に対しては７人の枠というふうな考え方でござい

ます。 

  それから、中学２年生でございますけれども、

今、議員がおっしゃったとおり、この中学生海外

派遣事業を通して身につけたものを、さらに学校

生活の中で広げていくということを考えたときに、
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３年生ではもう卒業までのわずかな期間しか残っ

ていないということでございます。また、当然の

ことながら、コミュニケーション力も大切になっ

てまいりますので、ある程度語学の力を少しずつ

蓄え始めたところという意味で、ちょうど中間の

２年生というようなことで設定をしているところ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 時間がなくなりますの

で先にいきますが、それではその生徒の選抜基準

についてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これにつきましては、毎

年募集要項を定めまして、その中で参加生徒に求

められる資質と条件ということで示してございま

す。 

  １つは、研修の目的を理解し、積極的に訪問先

の歴史・文化等を学ぼうとする意欲がある。それ

からリーダー性に富んで、帰国後その成果を学校

生活及び校外活動に有効に生かせるということ。

そして、当然のことながら健康であるということ

です。また、集団での行動をとりますので、協調

性に富み、集団の規律が守れるということ、そし

て、ホームステイが伴いますので、１人でホーム

ステイが可能であり、ホストファミリーとの衣食

住をともにできるというようなこと、そして、訪

問先で日本文化を積極的に伝えようとする意欲が

あるというようなこと、さらには英語学習に対し

て向上心があり、基本的な英会話能力があるとい

うようなこと、こういったことを示した上で希望

する生徒を募るというようなことでございますし、

選抜につきましては各学校においてお願いしてい

ると。当然のことながら、それに適した生徒を学

校のほうで日常生活等の様子を見ながら選考して

いくというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） それで、その選抜につ

いて、学力上位の方だけというわけではないとい

うことを確認をしたいのですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど申し上げましたと

おり、要件の中に学力云々ということは一切触れ

ておりません。とにかく、こういった経験を通し

て、さらにグローバルリーダーとして今後活躍す

ると、そういった意欲をしっかりと持っている生

徒に、ぜひこの経験を積ませていきたいというふ

うに考えております。それがやがて本市を支える

人材に育っていくものと期待をしているところで

あります。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 次の再質問に入ろうか

と思ったのですが、教育長にちょっと答弁を先に

していただきました。 

  そのすぐれた指導力を兼ね備えたリーダー、こ

のリーダーというのはどのような人物なのか、ま

た、その人物に対して、教育長としてどのような

期待をしているのか、その件についてもう一度お

願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然のことながら、訪問

国で那須塩原のよさとか日本のよさとか、そうい

ったことを積極的に相手に伝えることが当然求め

られてまいります。ですので、そういった積極的

な対人関係力、そういったものが求められてくる

わけでありますので、そういったものをしっかり

と持った生徒であってほしいし、またそれが帰国

後、各学校におきましてリーダー性を発揮して、
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それぞれの学校生活をさらによりよいものとして

いけるように働きかけをすると、そういった活動

を積極的に行うようになってほしいと思っており

ます。 

  現に帰国後、なすしおばらまなび博覧会におき

まして代表の子に発表、報告をしていただいてお

りますが、年々その発表の内容が、ただ単にこう

いったことを経験してきました、見てきましたと

いうことだけではなくて、それを自分としてどう

受けとめて、それを今後自分の生活の中にどう生

かしていくかということをしっかりと自分の言葉

で述べられるようになってきているというところ

は、子どもたちの成長はすばらしいなというふう

に思っております。 

  あと、当然、その後のフォローアップ研修とい

う形でございますけれども、昨年度からグローバ

ルリーダー養成講座という形で、学校では学ばな

いような学びをその子たちにはさらに続けてもら

えるような機会をつくって、さらにリーダーシッ

プを発揮していけるようになっていってもらいた

いというふうに考えております。 

  当然のことながら、本市における環境も年々変

わってきております。国際性をしっかり持った、

そういった日本人でなければならなくなってきて

いる傾向かなというふうに思っておりますので、

子どもたちが貴重な経験を、ぜひ生かしてもらい

たいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） わかりました。 

  それで、この事業は、平成17年から始まってお

ります。この事業に対して参加者を対象に追跡ア

ンケート等をやっているかと思います。この活動

を生かすためのその参加者の追跡アンケートを実

施した中で、この事業の目的に沿ったいわゆる成

果が得られているかどうかについてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） アンケートの結果を見ま

しても、大変貴重な経験をして、帰ってきて、そ

れを今の自分の生活に生かしているというような

答えが多かったと思います。また、外に目を向け

る、そういった意欲が大変高まってきていて、経

験した子の中には既にもう留学をしている者もお

りますし、先ほど市長のほうからも答弁がありま

したとおり、今回オーストリア大使館で勤務をし

ているという方もいらっしゃるし、既に成人にな

ってさまざまな分野で活躍をしている人もおりま

すし、現に教員になったり、あるいは本市の職員

となって働いている、そういった方も何人もいら

っしゃるというようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） そうしますと、この事

業の目的に沿った成果が出ているという判断を教

育長はしているという見方だと思います。よろし

いですか。 

  それと、今回のこのアンケート、いわゆる回収

率について、ちょっとこれ、多分357名いた中で

224名、62.7％の回収率になるかと思います。こ

の件についての見解をお聞きします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この事業の成果につきま

しては、大いに上がっているというふうに考えて

おります。 

  このアンケートにつきましては、これまでの長

年行った方でありますので、進路先の関係で居住

地に、実家にいらっしゃらないという場合もあっ

たりしますので、なかなか回収率が高くならない

という部分も多少あるのではないかなというふう

に思って、いわゆる大学生となって那須塩原市を
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離れているケースもありますので、一応もとの住

所地のところにアンケートを送ってありますので、

そういった関係もあるのではないかなと、そんな

ふうに理解しております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） それでは、最後に、こ

の事業に引率者７名が引率しているとのことであ

ります。この７名の方の役割についてお伺いしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） １人は当然のことながら

団長さん、それから事務局から渉外関係でも参り

ます。それから、生徒指導関係と。あるいは保健

指導関係というような形で役割分担をしておりま

す。この数が適切かどうかというようなことも考

えられるわけでありますが、現段階としましては

当然のことながらこれだけの多くの生徒を海外に

引率をしていくわけでありますから、不測の事態

に備えるためには必要な数であろうというふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 時間がなくなりますの

で、次に移りたいと思います。 

  ③の学校規模の適正化について。先ほど市長の

答弁では、平成27年ですか、１月に文科省から88

名という数字だけではなく、いわゆる国の手引き

として地域との兼ね合いを見てというお話があっ

たかと思います。 

  第２段階として、本年より32年までのこの適正

化でございます。現在、この適正化に当たる学校

が４校かと思います。この４校が特認校として、

いわゆる今、自分の学校を残そうということで大

変努力されています。その４校について特認校の

実績というか、これまでについてどのような成果

が出ているのか、わかる範囲で結構です。お願い

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 特認校の実績ということ

でございますが、波立小学校につきましては、学

区外といいますか、そちらのほうから21名の方が

来ている。高林小については６名、青木小が18名、

関谷が１名です。大貫小学校が７名、横林小学校

が６名、一応そのような特認校制度ということで

の数字がございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） すみません、私４校と

言いましたが、６校あるんですね、今の。 

  そうしますと、先ほどの文科省の関係からいき

ますと、十分に今後、ただ単に数でその統廃合を

考えるのではなく、多くの住民の意見、小学校と

いうのは地域のいわゆるコミュニティーの場所で

もありますし、そういったことも鑑み、そして地

域の意見を十分に取り入れてこれを進めて行って

ほしい、そのように思いますが、その点について

お願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 文科省で出された手引の

中には、数だけではなくて、地域の意見をという

ことは、地域のコミュニティーの核となるものが

学校でございますので、そちらのいろんな意見が

ございます。全国的に見ると統廃合の進捗率はそ

んなに急激には進んでいないというのもありまし

て、文科省もこの手引については過去何年か直し

てきております。 

  今回何と申しますか、うちのほうも22年度から

統廃合がされて、88名という数字の中で結果が出
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ておりまして、先ほど議員がおっしゃるように、

残り４校が残っているということで、私どもとし

ましても一つの目的とすれば、複式学級の解消と

いうことが一つの大きな第１段階の目的でありま

すので、現在その複式学級を持っている学校のＰ

ＴＡの方とか、そちらを対象に、まず、今、設定

を持って過去２回ほど話し合いを持ってきている

ということでございますので、その地域の方々、

それから保護者の方々のいろんな意見をよく聞い

て、時間はちょっとかかるということもあると思

うのですが、拙速にやるということではなくて、

よく意見を聞いて、将来的にそういう地域として

どうなんだということもありますので、その辺を

いろいろ今後、話をさせていただいて、最終的に

は学校の設置者は市町村でございますので、そち

らの判断をしなくてはなりませんが、今後内部の

意思決定を経ながら進めてまいりたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） ありがとうございます。 

  それでは、次の⑸の生活困窮者の対策について

ですが、①については、９月議会ですか、佐藤議

員なんかも質問されたり、多くの方がこの件につ

いては質問されたので、答弁は結構でございます。

再質問はございません。 

  ②のフードバンクについても、今年度22件と。

これはあくまでも社会福祉協議会でやっている事

業でございますので、余り質問することはござい

ませんが、市としてこういった事態に入ってしま

う、そういったことのないような施策というか、

対応は何か考えているかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） こういった事態に

陥らない市の施策というところなんですけれども、

保健福祉部サイドからいいますと、まず先ほど市

長の答弁で４つほど事業のほうを上げさせていた

だいたんですが、国のほうで生活困窮者自立支援

法というのが施行されまして、その中で必ずやら

なければならない事業というのが２つ、それが自

立相談支援事業と住宅確保給付金事業なんですけ

れども、その中に任意事業、着手してもしなくて

も市町村の判断でというところがございまして、

その中から私どものほうとしましては、家計相談

事業と学習支援事業というのを着手して現在に至

っているところなんですけれども、ほかにも国で

示したこんなものがあるよねというところのメニ

ューがございますが、それにつきましては、何し

ろまだ27年、学習支援事業の中については負の連

鎖です、負の連鎖というか、生活困窮に陥らない

のを子どもたちのうちが家庭、何というのか、子

どもの貧困を断ち切るという、将来に向けてです、

そういったところからの事業の一つでございます

ので、そういった事業、ほかにも幾つかある事業

なんかの内容等を含めまして、どのようなものが

市として取り組めるかどうかなどは、まだ27年度

から始まった事業でございますので、今後、考え

ていければなと思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 19番、相馬義一議員。 

○１９番（相馬義一議員） 大変すみません、時間

がなくなってしまったので再質問は閉めさせてい

ただきます。 

  君島市長におかれましては、本当に残りという

と失礼に当たりますか、任期２年が過ぎ、残りの

後期の２年となります。健康に本当に十分に留意

されまして、那須塩原市がこの地域において誇れ

る市になりますよう、市民にとって喜ばれるよう

な市にしていただけることをご期待申し上げ、敬
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清会会派代表質問を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、敬清会の会派代

表質問は終了いたしました。 

  以上で、会派代表質問の質問通告者の質問は終

了いたしました。 

  会派代表質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 零時０１分 


